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規 則

　 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 十 二 月 二 十 八 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 四 十 六 号

　 　 　 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

第 一 条　 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 昭 和 五 十 四 年 秋 田 県 規 則 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

　 　 第 二 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 第 二 条　 削 除

　 　 第 五 条 第 四 号 ㈢ 中 「 第 三 条 の 」 を 「 第 三 条 第 一 項 の 」 に 改 め 、 同 号 ㈦ 中 「 認 定 電 気 通 信 事 業 者 が 行 う そ の 事 業 の 用

に 供 す る 設 備 」 を 「 認 定 電 気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る 放 送 設 備 」 に 、 「 に よ る 放 送 」 を 「 の 規 定 に よ る 基 幹 放 送 」 に 、

「 有 線 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 法 （ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第 百 十 四 号 ） に よ る 有 線 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 施 設 」 を 「 有 線 テ レ ビ ジ ョ

ン 放 送 （ 有 線 電 気 通 信 設 備 を 用 い て 行 わ れ る 同 法 第 二 条 第 十 八 号 に 規 定 す る テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を い う 。 ） の 用 に 供 す

る 放 送 設 備 」 に 改 め る 。

第 二 条　 鳥 獣 の 保 護 及 び 狩 猟 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 一 条 中 「 ） 及 び 」 を 「 ） 、 」 に 、 「 ） の 」 を 「 ） 及 び 秋 田 県 指 定 猟 法 禁 止 区 域 等 の 標 識 の 寸 法 を 定 め る 条 例 （ 平

成 二 十 四 年 秋 田 県 条 例 第 七 十 八 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 」 に 改 め る 。

　 　 第 二 条 及 び 第 三 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 （ 様 式 ）

　 第 二 条　 次 に 掲 げ る 書 類 （ 第 一 号 か ら 第 七 号 ま で 、 第 十 三 号 及 び 第 十 四 号 に 掲 げ る 書 類 に つ い て は 、 知 事 に 提 出 す る

も の に 限 る 。 ） は 、 別 に 定 め る 様 式 に よ る も の と す る 。

　 　 一　 省 令 第 七 条 第 一 項 の 申 請 書

　 　 二　 省 令 第 七 条 第 七 項 の 申 請 書

　 　 三　 省 令 第 七 条 第 十 項 の 申 請 書

　 　 四　 省 令 第 十 一 条 の 二 第 三 項 の 申 請 書

　 　 五　 省 令 第 十 一 条 の 二 第 八 項 の 申 請 書

　 　 六　 省 令 第 十 五 条 第 一 項 の 申 請 書

　 　 七　 省 令 第 十 五 条 第 五 項 の 申 請 書

　 　 八　 省 令 第 二 十 条 第 一 項 の 申 請 書



−２−

秋　田　県　公　報　　　　　　　  2012年 平成24年12月28日（金曜日） 　　第2450号
　 　 九　 省 令 第 二 十 条 第 四 項 の 申 請 書

　 　 十　 省 令 第 二 十 一 条 の 届 出 書

　 　 十 一　 省 令 第 二 十 四 条 第 一 項 の 申 請 書

　 　 十 二　 省 令 第 二 十 四 条 第 四 項 の 申 請 書

　 　 十 三　 省 令 第 三 十 九 条 第 一 項 の 申 請 書

　 　 十 四　 省 令 第 四 十 条 の 請 求 書

　 　 十 五　 省 令 第 四 十 二 条 第 一 項 の 申 請 書

　 　 十 六　 省 令 第 四 十 二 条 第 四 項 の 申 請 書

　 　 十 七　 省 令 第 四 十 八 条 第 一 項 の 申 請 書

　 　 十 八　 省 令 第 四 十 八 条 第 四 項 の 届 出 書

　 　 十 九　 省 令 第 四 十 八 条 第 五 項 の 申 請 書

　 　 二 十　 法 第 五 十 一 条 第 一 項 の 申 請 書

　 　 二 十 一　 法 第 五 十 六 条 の 申 請 書

　 　 二 十 二　 省 令 第 六 十 五 条 第 六 項 の 申 請 書

　 　 二 十 三　 省 令 第 六 十 五 条 第 八 項 の 届 出 書

　 　 二 十 四　 省 令 第 六 十 五 条 第 九 項 の 申 請 書

　 ２　 前 項 第 十 三 号 に 掲 げ る 申 請 書 （ 知 事 に 提 出 す る も の に 限 る 。 ） は 、 正 副 二 通 を 、 当 該 申 請 に 係 る 行 為 を し よ う と

す る 場 所 を 管 轄 す る 地 域 振 興 局 長 を 経 由 し て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

　 　 （ 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 の 住 所 等 の 変 更 の 届 出 ）

　 第 三 条　 省 令 第 七 条 第 十 一 項 の 規 定 に よ る 知 事 へ の 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書

に よ る も の と す る 。

　 　 一　 申 請 者 の 氏 名 、 住 所 、 職 業 及 び 生 年 月 日 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在

地 ）

　 　 二　 許 可 証 の 番 号

　 　 三　 変 更 し た 事 項 、 内 容 及 び 年 月 日

　 　 第 六 条 か ら 第 八 条 ま で を 削 る 。

　 　 第 五 条 第 三 号 � 中 「 あ つ て 」 を 「 あ っ て 」 に 改 め 、 同 条 を 第 十 七 条 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 四 条 を 加 え る 。

　 　 （ 承 認 証 の 交 付 を 受 け た 者 の 住 所 等 の 変 更 の 届 出 ）

　 第 十 八 条　 省 令 第 四 十 二 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 に よ

る も の と す る 。

　 　 一　 申 請 者 の 氏 名 、 住 所 、 職 業 及 び 生 年 月 日

　 　 二　 承 認 証 の 番 号

　 　 三　 変 更 し た 事 項 、 内 容 及 び 年 月 日

　 　 （ 承 認 証 の 亡 失 の 届 出 ）

　 第 十 九 条　 省 令 第 四 十 二 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 に よ

る も の と す る 。

　 　 一　 申 請 者 の 氏 名 、 住 所 、 職 業 及 び 生 年 月 日

　 　 二　 承 認 証 の 番 号

　 　 三　 亡 失 し た 事 情

　 　 （ 狩 猟 免 状 の 亡 失 の 届 出 ）

　 第 二 十 条　 省 令 第 五 十 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 に よ る も の と

す る 。

　 　 一　 申 請 者 の 氏 名 、 住 所 及 び 生 年 月 日

　 　 二　 狩 猟 免 状 の 番 号 及 び 交 付 年 月 日

　 　 三　 亡 失 し た 事 情

　 　 （ 狩 猟 者 登 録 証 等 の 亡 失 の 届 出 ）

　 第 二 十 一 条　 省 令 第 六 十 五 条 第 十 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 に

よ る も の と す る 。

　 　 一　 申 請 者 の 氏 名 、 住 所 、 職 業 及 び 生 年 月 日

　 　 二　 狩 猟 者 登 録 証 又 は 狩 猟 者 記 章 の 番 号 及 び 交 付 年 月 日

　 　 三　 亡 失 し た 事 情

　 　 第 四 条 の 見 出 し を 「 （ 飼 養 登 録 の 有 効 期 間 の 更 新 の 申 請 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 「 飼 養 登 録 有 効 期 間 更 新 申 請 書 （ 様 式

第 二 号 ） に よ つ て し な け れ ば な ら な い 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 申 請 書 に よ る も の と す
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る 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 各 号 を 加 え る 。

　 　 一　 申 請 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 　 二　 登 録 票 の 番 号

　 　 第 四 条 を 第 十 二 条 と し 、 同 条 の 次 に 次 の 四 条 を 加 え る 。

　 　 （ 登 録 票 の 交 付 を 受 け た 者 の 住 所 等 の 変 更 の 届 出 ）

　 第 十 三 条　 省 令 第 二 十 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 に よ る

も の と す る 。

　 　 一　 申 請 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 　 二　 登 録 票 の 番 号

　 　 三　 変 更 し た 事 項 、 内 容 及 び 年 月 日

　 　 （ 登 録 票 の 亡 失 の 届 出 ）

　 第 十 四 条　 省 令 第 二 十 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 に よ る

も の と す る 。

　 　 一　 申 請 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 　 二　 登 録 票 の 番 号

　 　 三　 亡 失 し た 事 情

　 　 （ 販 売 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 の 住 所 等 の 変 更 の 届 出 ）

　 第 十 五 条　 省 令 第 二 十 四 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 に よ

る も の と す る 。

　 　 一　 申 請 者 の 氏 名 、 住 所 、 職 業 及 び 生 年 月 日 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在

地 ）

　 　 二　 販 売 許 可 証 の 番 号

　 　 三　 変 更 し た 事 項 、 内 容 及 び 年 月 日

　 　 （ 販 売 許 可 証 の 亡 失 の 届 出 ）

　 第 十 六 条　 省 令 第 二 十 四 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書 に よ

る も の と す る 。

　 　 一　 申 請 者 の 氏 名 、 住 所 、 職 業 及 び 生 年 月 日 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在

地 ）

　 　 二　 販 売 許 可 証 の 番 号

　 　 三　 亡 失 し た 事 情

　 　 第 三 条 の 次 に 次 の 八 条 を 加 え る 。

　 　 （ 従 事 者 の 住 所 等 の 変 更 の 届 出 ）

　 第 四 条　 省 令 第 七 条 第 十 二 項 の 規 定 に よ る 知 事 へ の 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書

に よ る も の と す る 。

　 　 一　 申 請 者 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

　 　 二　 従 事 者 証 の 番 号

　 　 三　 変 更 し た 事 項 、 内 容 及 び 年 月 日

　 　 （ 許 可 証 の 亡 失 の 届 出 ）

　 第 五 条　 省 令 第 七 条 第 十 三 項 の 規 定 に よ る 知 事 へ の 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書

に よ る も の と す る 。

　 　 一　 申 請 者 の 氏 名 、 住 所 、 職 業 及 び 生 年 月 日 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在

地 ）

　 　 二　 許 可 証 の 番 号

　 　 三　 亡 失 し た 事 情

　 　 （ 従 事 者 証 の 亡 失 の 届 出 ）

　 第 六 条　 省 令 第 七 条 第 十 四 項 の 規 定 に よ る 知 事 へ の 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書

に よ る も の と す る 。

　 　 一　 申 請 者 の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

　 　 二　 従 事 者 証 の 番 号

　 　 三　 亡 失 し た 事 情

　 　 （ 承 認 証 の 交 付 を 受 け た 者 の 住 所 等 の 変 更 の 届 出 ）

　 第 七 条　 省 令 第 十 一 条 の 二 第 九 項 の 規 定 に よ る 知 事 へ の 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届

出 書 に よ る も の と す る 。



　 　 一　 申 請 者 の 氏 名 、 住 所 、 職 業 及 び 生 年 月 日

　 　 二　 承 認 証 の 番 号

　 　 三　 変 更 し た 事 項 、 内 容 及 び 年 月 日

　 　 （ 承 認 証 の 亡 失 の 届 出 ）

　 第 八 条　 省 令 第 十 一 条 の 二 第 十 項 の 規 定 に よ る 知 事 へ の 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届

出 書 に よ る も の と す る 。

　 　 一　 申 請 者 の 氏 名 、 住 所 、 職 業 及 び 生 年 月 日

　 　 二　 承 認 証 の 番 号

　 　 三　 亡 失 し た 事 情

　 　 （ 指 定 猟 法 許 可 証 の 交 付 を 受 け た 者 の 住 所 等 の 変 更 の 届 出 ）

　 第 九 条　 省 令 第 十 五 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 知 事 へ の 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書

に よ る も の と す る 。

　 　 一　 申 請 者 の 氏 名 、 住 所 、 職 業 及 び 生 年 月 日

　 　 二　 指 定 猟 法 許 可 証 の 番 号 及 び 交 付 年 月 日

　 　 三　 変 更 し た 事 項 、 内 容 及 び 年 月 日

　 　 （ 指 定 猟 法 許 可 証 の 亡 失 の 届 出 ）

　 第 十 条　 省 令 第 十 五 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 知 事 へ の 届 出 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 届 出 書

に よ る も の と す る 。

　 　 一　 申 請 者 の 氏 名 、 住 所 、 職 業 及 び 生 年 月 日

　 　 二　 指 定 猟 法 許 可 証 の 番 号 及 び 交 付 年 月 日

　 　 三　 亡 失 し た 事 情

　 　 （ 指 定 猟 法 禁 止 区 域 等 の 標 識 の 寸 法 ）

　 第 十 一 条 　 法 第 十 五 条 第 十 四 項 た だ し 書 （ 法 第 二 十 八 条 第 九 項 及 び 第 二 十 九 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 及 び 第 三 十 四 条 第 七 項 （ 法 第 三 十 五 条 第 十 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 標 識 の 寸 法 並 び に 省 令 第

三 十 七 条 第 二 項 た だ し 書 の 標 識 の 寸 法 は 、 別 表 の と お り と す る 。

　 　 附 則 の 次 に 次 の 表 を 加 え る 。

　 別 表 （ 第 十 一 条 関 係 ）
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標 識 の 区 分 寸 法

一　 指 定 猟 法 禁 止 区

域 を 表 示 す る 標 識

制 札

二　 鳥 獣 保 護 区 を 表

示 す る 標 識

標 柱

−４−



制 札

三　 特 別 保 護 地 区 を

表 示 す る 標 識

標 柱
制 札

四　 休 猟 区 を 表 示 す

る 標 識

標 柱

−５−
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制 札

五　 特 定 猟 具 使 用 禁

止 区 域 を 表 示 す る

標 識

標 柱
制 札

六　 特 定 猟 具 使 用 制

限 区 域 を 表 示 す る

標 識

制 札

−６−
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秋田県告示第665号
　漁業法（昭和24年法律第267号）第129条第３項の規定により、第五種共同漁業権遊漁規則の変更を認可したので、同
条第７項の規定に基づき、次のとおり公示する。
　　平成24年12月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　角館漁業協同組合内共第10号第五種共同漁業権遊漁規則の変更
　⑴　変更に係る遊漁規則の名称、漁業権者の名称及び住所並びに漁業権の免許番号
　　ア　変更に係る遊漁規則の名称
　　　　角館漁業協同組合内共第10号第五種共同漁業権遊漁規則
　　イ　漁業権者の名称及び住所
　　　　角館漁業協同組合
　　　　仙北市角館町北野62-2
　　ウ　漁業権の免許番号
　　　　内共第10号
　⑵　変更の内容
　　　遊漁料納入場所

　 　 備 考　

　 　 　 一　 既 存 の 工 作 物 を 利 用 し て 制 札 を 設 置 す る 場 合 で あ っ て 当 該 制 札 を 容 易 に 視 認 で き る と き の 当 該 制 札 の 寸 法

は 、 こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 が 認 め る 寸 法 と す る 。

　 　 　 二　 二 の 項 、 三 の 項 及 び 五 の 項 に 定 め る 制 札 の 支 柱 の 太 さ の 寸 法 は 、 支 柱 に 木 材 を 使 用 す る 場 合 の 寸 法 と し 、 支

柱 に 鉄 材 そ の 他 の 木 材 以 外 の 材 料 を 使 用 す る 場 合 で あ っ て 当 該 支 柱 の 強 度 が 木 材 を 使 用 す る と き と 同 等 以 上 で

あ る と き の 当 該 支 柱 の 太 さ の 寸 法 は 、 こ の 表 の 規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 が 認 め る 寸 法 と す る 。

　 　 様 式 第 一 号 か ら 様 式 第 十 三 号 ま で を 削 る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 中 第 一 条 の 規 定 は 公 布 の 日 か ら 、 第 二 条 の 規 定 は 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

七　 特 別 保 護 指 定 区

域 を 表 示 す る 標 識

制 札

告 示

−７−
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変　　　更　　　後 変　　　更　　　前

漁 業 権
免許番号

納　入　場　所
漁 業 権
免許番号

納　入　場　所

内共第10号 内共第10号仙北市角館町北野62−２
角館漁業協同組合事務所
仙北市西木町上桧木内字桁沢120−１
阿部　高美

仙北市角館町北野62−２
角館漁業協同組合事務所
仙北市西木町上桧木内字桁沢120−１
阿部　高美



−８−

秋　田　県　公　報　　　　　　　  2012年 平成24年12月28日（金曜日） 　　第2450号

仙北市西木町上桧木内字大地田62
本庄商店
仙北市西木町上桧木内字宮田54
中島　健
仙北市西木町上桧木内字堀内46−１
斉藤鮮魚店
仙北市西木町桧木内字中島55−１
布谷酒店
仙北市西木町桧木内字吉田93−１−１
門脇鮮魚店
仙北市西木町桧木内字相内４
門脇　征子
仙北市西木町桧木内字吉田133−２
木元　久雄
仙北市西木町桧木内字山口３
橋本商店
仙北市西木町桧木内字長戸呂79−1
浅利酒店
仙北市西木町西明寺字小山寺60−１
小林酒店
仙北市西木町門屋字屋敷田83−２
ふれあいプラザクリオン
仙北市田沢湖角館東前郷字太田地内
佐藤　一祥
仙北市角館町細越12
森　俊郎
仙北市角館町小勝田中川原139−８
藤枝　富治
仙北市角館町小勝田中川原126−３
星宮　忠清
仙北市角館町菅沢21−８
村上　久夫
仙北市角館町西野川原７−14
民宿ワタナベ
仙北市角館町雲然碇190−１
鈴木　正市
仙北市角館町雲然碇前田92
鈴木　隆
仙北市角館町広久内舟場50
佐藤　順一
仙北市角館町小勝田下村21
ヤマザキデイリーストア
仙北市角館町上菅沢57−１
ファミリーマート岩瀬店
大仙市下鶯野字下中島253−２
鈴木　貴男
大仙市下鶯野字上中嶋191
宮城商店
仙北市田沢湖生保内字野中154−１
ローソン生保内店
仙北市田沢湖生保内字町田154−１
ローソン造道店
仙北市田沢湖小松字二枚橋５−１

仙北市西木町上桧木内字大地田62
本庄商店
仙北市西木町上桧木内字宮田54
中島　健
仙北市西木町上桧木内字堀内46−１
斉藤鮮魚店
仙北市西木町桧木内字中島55−１
布谷酒店
仙北市西木町桧木内字吉田93−１−１
門脇鮮魚店
仙北市西木町桧木内字相内４
門脇　征子
仙北市西木町桧木内字吉田133−２
木元　久雄
仙北市西木町桧木内字山口３
橋本商店
仙北市西木町桧木内字長戸呂79−１
浅利酒店
仙北市西木町西明寺字小山寺60−１
小林酒店
仙北市西木町門屋字屋敷田83−２
ふれあいプラザクリオン
仙北市田沢湖角館東前郷字後川217
藤川　忠助
仙北市角館町細越12
森　俊郎
仙北市角館町小勝田中川原139−８
藤枝　富治
仙北市角館町小勝田中川原126−３
星宮　忠清
仙北市角館町菅沢21−８
村上　久夫
仙北市角館町西野川原７−14
民宿ワタナベ
仙北市角館町雲然碇190−１
鈴木　正市
仙北市角館町雲然碇前田92
鈴木　隆
仙北市角館町広久内舟場50
佐藤　順一
仙北市角館町小勝田下村21
ヤマザキデイリーストア
仙北市角館町上菅沢57−１
ファミリーマート岩瀬店
大仙市下鶯野字下中島253−２
鈴木　貴男
大仙市下鶯野字上中嶋191
宮城商店
仙北市田沢湖生保内字野中154−１
ローソン生保内店
仙北市田沢湖生保内字町田154−１
ローソン造道店
仙北市田沢湖小松字二枚橋5−１



−９−

　⑶　変更後の遊漁規則の施行の日
　　　平成24年12月28日
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第666号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成24年12月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　処分をした年月日
　　平成24年12月19日
２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　禮光
　　秋田市御野場一丁目１番８号
　　佐　藤　　　豊
　　秋田県知事許可（般−23）第80951号
３　処分の内容
　　建築工事業、屋根工事業及び内装仕上工事業に係る一般建設業許可の取消し
４　処分の原因となった事実
　　平成24年12月19日付けで建築工事業、屋根工事業及び内装仕上工事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第667号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により平成24年９月27日付け指令由建―1157で許可した開
発行為に関する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定に基づき、次のとおり公告する。
　　平成24年12月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　開発許可を受けた者の住所及び氏名
　　由利本荘市東梵天99番地３
　　本荘開発株式会社
　　代表取締役　荘司　誠
２　開発区域に含まれる地域の名称
　　由利本荘市薬師堂字二本木128番１、128番２、128番３、128番４、128番５、128番６、129番１、129番２、
　　　　　　　　　　　　　　129番３、129番４、129番５、129番６、129番７、129番８、132番、133番、水路

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、特定非営利活動法人から次のとおり定款
変更の認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第10条第２項の規定に基づき、公告する。
　　平成24年12月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　申請のあった年月日
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ローソン神代店
仙北市西木町上荒井字新屋５−１
ローソン西明寺店
仙北市角館町横町63−１
ローソン横町店
仙北市角館町下菅沢220−３
ローソン角館岩瀬店
大仙市下鶯野字上中嶋53−３
サンクス中仙鶯野店
仙北市田沢湖神代字堂ノ西149−１
デイリーヤマザキ神代店

ローソン神代店
仙北市西木町上荒井字新屋５−１
ローソン西明寺店
仙北市角館町横町63−１
ローソン横町店
仙北市角館町下菅沢220−３
ローソン角館岩瀬店
大仙市下鶯野字上中嶋53−３
サンクス中仙鶯野店
仙北市田沢湖神代字堂ノ西149−１
デイリーヤマザキ神代店

公 告
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　　平成24年12月10日
２　申請に係る特定非営利活動法人の名称
　　特定非営利活動法人　ひととくらしとまち大館ネットワーク
３　代表者の氏名
　　中　田　直　文
４　主たる事務所の所在地
　　秋田県大館市御成町二丁目15番22号
５　定款に記載された目的
　　この法人は、地域住民の子どもから高齢者に対して、経済・金融についての知識を市民が相互に深めることを支援

し、それらを通じて地域との関わりや、まちづくり、職業・勤労観、情報処理能力を身につけ自律した価値観をもつ
人材を育成し、地域振興の増進に寄与することを目的とする。

６　定款の変更内容
　⑴　特定非営利活動の種類
　⑵　事業
　⑶　会員の種別
　⑷　入会金及び会費
　⑸　残余財産の帰属
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、能代市種土地改良区から申請があった定款変更に
ついて、平成24年12月19日認可したので、同条第３項の規定に基づき、公告する。
　　平成24年12月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
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人 事 委 員 会 規 則

　 人 事 委 員 会 規 則 一― 三 （ 現 行 の 規 則 の 廃 止 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 十 二 月 二 十 八 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 一― 三 （ 現 行 の 規 則 の 廃 止 ） の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 規 則 一― 三 （ 現 行 の 規 則 の 廃 止 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 規 則 七 ─ 一 一 〇 （ 平 成 二 十 三 年 十 二 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 に 関 す る 特 例 措 置 ）

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
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　 　 　 附　 則

１　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 五 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２　 こ の 規 則 の 施 行 の 日 か ら 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お い て 、 新 た に 給 料 表 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た

職 員 及 び 降 格 、 昇 給 又 は 復 職 時 等 に お け る 号 給 の 調 整 以 外 の 事 由 に よ り そ の 受 け る 号 給 に 異 動 の あ っ た 職 員 （ 個 別 に

人 事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 号 給 を 決 定 す る こ と と さ れ て い る 職 員 を 除 く 。 ） の 当 該 適 用 又 は 異 動 の 日 に お け る 号 給 に つ

い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 人 事 委 員 会 規 則 七― 一 ○ （ 単 身 赴 任 手 当 ） 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 十 二 月 二 十 八 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 人 事 委 員 会 委 員 長　 柴　 田　 一　 宏

　 　 　 人 事 委 員 会 規 則 七― 一 ○ （ 単 身 赴 任 手 当 ） 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 （ 規 則 七― 一 ○ （ 単 身 赴 任 手 当 ） の 一 部 改 正 ）

第 一 条　 規 則 七― 一 ○ （ 単 身 赴 任 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 五 条 第 三 項 第 一 号 中 「 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 」 を 「 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ

れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 秋 田 県 条 例 第 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 派 遣 若 し く は 公 益 的 法

人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 」 に 、 「 又 は 公 益 的 法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 」 を

「 、 公 益 的 法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 「 採 用 さ れ た こ と 」 の 下 に 「 又 は 職 員 の

休 職 の 事 由 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 四 年 秋 田 県 条 例 第 三 号 ） 第 二 条 第 一 号 の 規 定 に よ る 休 職 か ら 復 職 し た こ と 」 を 加

え る 。

　 （ 規 則 七― 三 六 （ 通 勤 手 当 ） の 一 部 改 正 ）

第 二 条　 規 則 七― 三 六 （ 通 勤 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 十 六 条 第 一 号 中 「 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 」 を 「 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る

職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 秋 田 県 条 例 第 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 派 遣 （ 以 下 「 外 国 派 遣 」 と
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い う 。 ） 若 し く は 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 」 に 、 「 又 は 公 益 的 法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の

派 遣 等 に 関 す る 法 律 」 を 「 、 公 益 的 法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 「 採 用 さ れ た 職

員 」 の 下 に 「 又 は 職 員 の 休 職 の 事 由 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 四 年 秋 田 県 条 例 第 三 号 。 以 下 「 休 職 条 例 」 と い う 。 ） 第

二 条 第 一 号 の 規 定 に よ る 休 職 か ら 復 職 し た 職 員 」 を 加 え 、 「 又 は 採 用 」 を 「 、 採 用 又 は 復 職 」 に 改 め る 。

　 　 第 十 七 条 の 二 第 一 項 第 三 号 中 「 職 員 の 休 職 の 事 由 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 四 年 秋 田 県 条 例 第 三 号 ） 」 を 「 休 職 条

例 」 に 、 「 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 秋 田 県 条 例 第 二 号 ）

第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 派 遣 （ 以 下 「 外 国 派 遣 」 と い う 。 ） 」 を 「 外 国 派 遣 」 に 改 め る 。

　 　 第 十 七 条 の 四 第 二 項 中 「 職 員 の 休 職 の 事 由 に 関 す る 条 例 」 を 「 休 職 条 例 」 に 改 め る 。

　 （ 規 則 七― 六 一 （ 住 居 手 当 ） の 一 部 改 正 ）

第 三 条　 規 則 七― 六 一 （ 住 居 手 当 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　 第 四 条 の 三 中 「 公 益 的 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 」 を 「 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員

の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 六 十 三 年 秋 田 県 条 例 第 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 派 遣 若 し く は 公 益 的 法 人 等 へ の

職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 」 に 、 「 又 は 公 益 的 法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 」 を 「 、 公 益 的

法 人 等 へ の 一 般 職 の 地 方 公 務 員 の 派 遣 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 「 採 用 さ れ た 職 員 」 の 下 に 「 又 は 職 員 の 休 職 の 事 由

に 関 す る 条 例 （ 昭 和 五 十 四 年 秋 田 県 条 例 第 三 号 ） 第 二 条 第 一 号 の 規 定 に よ る 休 職 か ら 復 職 し た 職 員 」 を 加 え 、 「 又 は

採 用 」 を 「 、 採 用 又 は 復 職 」 に 改 め る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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